
  
 

 

 

 

 

 

 

日付 11 月の取り組み 日付 11 月の取り組み 

1 回答指定日 16  

2  17  

3  18  

4   19 PM 中央執行委員会 

5 フェニックスビラ７:30～８:３0  PM 中央執行委員会 20 16-02 中央委員会  

6 航空連「経営分析学習会」 17：00～18：00 21   

7  22 経営協議会 

8  23  

9  24  

10  25  

11  26  

12 PM 中央執行委員会 27   

13  28  

14 PM 中央執行委員会  決算説明会  航空連「羽田スタンディング」 29  

15 航空の山場     30  

日本航空ユニオン宣伝ニュース 

No ２６４（１６－０２） 

2024年 10月 30日 

 

  



 

 

24 年末も北国の生活に対し、暖房手当を求めています。元々JAL にも
石油手当、寒冷地手当がありましたが、廃止されてしまったため「暖房手
当」ということでまとめています。年末アンケートで自衛官の寒冷地手当に
ついて細かく記載していただいたので、それを元に制度を紹介します。 

国家公務員の寒冷地手当（令和 6 年 4 月現在） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公務員には、寒冷積雪による暖房費などの生計費を補填する目的で手
当が支給されています。令和 6 年の人事院勧告では「民間の同種手当の
支給額を踏まえ、月額を 11.3％引き上げる」とし、2025 年からの改定が発
表されました。民間における寒冷地手当の支給率は14.4％と低いものの、
人事院は支給額に着目し、引き上げを決定しました。 

一方、国家公務員には地域手当制度があり、
東京 23 区では基本給などに 20％をかけた額
が加算されますが、地方都市では 0％のため、
寒冷地手当だけでは満足とはいえないものの、
一定の納得感はあるでしょう。JAL は全社員に
首都圏で住める賃金を支給していると説明して
いますが、寒冷地に転勤すると生活が厳しいと
訴えます。比較的暖かい支店からは不満の声
が少ないことから、赴任旅費加算以外にも、北
国に特化した手当はやはり必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｊ-WING２６４（16-02）号 2024,10,30】 

寒 冷 地 手 当 公 務 員 の 場 合 

 

 

 

 

 

 

 

16:00～16:25 羽田空港第 1 ターミナルビル 

16:35～17:00 羽田空港第 2 ターミナルビル 

航空連の政策を上のようなプラスター（看板）にして、それを持って

アピール！空港利用者が SNS にアップするかもしれません。現

役労働者が並んだ方が見栄えがいいので、みなさんご協力を。 

 

 

 

 

 

 

 JALFIO を含めた 4 労組で 11 月 1 日発表の 2024 年度上期

決算の詳細と今後の見通しの説明を受けてきます。 

 

 

鳥取社長以下経営陣と JLU が最近の経営課題について協議し

ます。JAL グループ全体の取り組みに対し疑問を投げかけます。 

 

 
質問したいことがある方は本部まで連絡を 


